
（案） 
 

平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間の建設工事等一般競

争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等 

 

 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第１６７条

の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により、九十九里地域水道企業団の

発注する建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入に関する契約

に係る平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの一般競争入札及び指名

競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、入札の参加資格に関

する審査(以下「資格審査」という。)の申請時期及び申請方法等について、次のと

おり定める。 

 

平成２９年８月２５日 

 

 九十九里地域水道企業団    

企業長 志 賀 直 温    

 

第１ 入札に参加することができる者 

入札に参加することができる者は、次のいずれにも該当しない者で、入札の

参加資格に関する審査（以下「資格審査」という。）を受け、資格を有すると

認められた者とする。 

１ 施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項に規定する者（特

別の理由のある者を除く。） 

２ 破産者で復権を得ない者（特別の理由のある者を除く。） 

３ 施行令第１６７条の４第２項（施行令第１６７条の１１第１項の規定によ

り準用される場合を含む。）の規定により入札に参加させないこととされてい

る者 

４ 建設業にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項

の規定による許可及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受

けていない者 

５ 測量業にあっては、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項

の規定による登録を受けていない者 

６ 建築設計業（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第３条又は第３条の

２の規定により一級建築士及び二級建築士以外の者の行うことができる設計又

は工事管理を除く。）にあっては、同法第２３条第１項の規定による登録を受

けていない者 

 

第２ 資格審査の基準日 

資格審査の基準日は、申請日とする。 

第３ 入札参加資格審査申請書及び添付書類等 

資格審査を受けようとする者は、平成３０・３１・３２年度九十九里地域水

道企業団建設工事等一般競争入札・指名競争入札参加資格審査申請受付要領に

より申請しなければならない。


